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外
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平

成
十
九
年

五

月
二
十
八
日

岐
阜
総
合
学
園
高
等
学

校 西
濃
県
税
事
務
所

岐
阜
城
北
高
等
学
校

実
施
機
関
名

特
に
指
摘
及
び
指
導
す
る
事
項
は
な
か
っ

た
｡

指
導 特
に
指
摘
及
び
指
導
す
る
事
項
は
な
か
っ

た
｡

区
分

税
徴
収
に
係
る
現
金
取
扱
事
務
及

び
切
手
管
理
事
務
に
お
い
て
､
現
金

出
納
簿
及
び
消
耗
品
供
用
整
理
簿
に

記
載
漏
れ
が
あ
っ
た
の
で
､
速
や
か

に
措
置
す
る
と
と
も
に
､
今
後
は
適

正
に
処
理
さ
れ
た
い
｡

監
査

結
果

目

次

監
査
委
員
告
示

○
随
時
監
査
の
結
果

(

監

査

委

員)

一
ペ
ー
ジ

○
随
時
監
査
及
び
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
た

措
置

(

同

)

二

○
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置

(

同

)

四

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
十
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十

九
年
五
月
二
十
八
日
に
執
行
し
た
随
時
監
査
の
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
監
査
委
員

駒

田

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

渡

辺

猛

之

岐
阜
県
監
査
委
員

帆

刈

信

一

岐
阜
県
監
査
委
員

河

合

洌

岐
阜
県
監
査
委
員

水

谷

雄

二

岐
阜
県
監
査
委
員

神

戸

正

雄
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毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日



岐
阜
振
興
局

水
道
企
業
課

実
施
機
関
名

指
導

指
導

指
摘

区
分

行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
に
係

る
収
入
事
務
に
お
い
て
､
平
成
18

年
４
月
１
日
に
行
う
べ
き
使
用
料

水
道
事
業
会
計
の
修
繕
引
当
金

に
つ
い
て
､
長
期
事
業
計
画
に
お

け
る
修
繕
計
画
に
基
づ
い
た
金
額

の
決
定
を
検
討
さ
れ
た
い
｡

旅
費
の
支
出
事
務
に
お
い
て
､

工
業
用
水
道
事
業
会
計
か
ら
支
出

す
べ
き
と
こ
ろ
､
水
道
事
業
会
計

か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ

た
の
で
､
速
や
か
に
措
置
す
る
と

と
も
に
今
後
は
適
正
に
処
理
さ
れ

た
い
｡

監
査
結
果
に
よ
る
指
摘
事
項
等

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
の

な
い
よ
う
適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

今
後
の
事
業
計
画
を
十
分
検

討
の
う
え
適
正
な
金
額
を
積
み

立
て
る
よ
う
に
努
め
ま
す
｡

指
摘
事
項
に
つ
い
て
は
､
適

正
に
処
理
し
ま
し
た
｡

今
後
は
､
適
正
な
事
務
処
理

に
努
め
ま
す
｡

講
じ
た
措
置

指
導

指
導

指
導

指
導

指
導

物
品
の
管
理
事
務
に
お
い
て
､

現
物
が
確
認
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ

た
の
で
､
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
､
今
後
は
現
物
実
査
を

適
正
に
行
わ
れ
た
い
｡

生
活
保
護
費
返
還
金
に
係
る
履

行
延
期
の
特
約
に
よ
り
分
割
徴
収

す
る
債
権
に
つ
い
て
､
債
権
記
録

管
理
簿
に
よ
る
管
理
が
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
､
速
や
か
に
措

置
す
る
と
と
も
に
今
後
は
適
正
な

管
理
に
努
め
ら
れ
た
い
｡

県
外
出
張
(視
察
)
に
係
る
旅

費
の
支
出
事
務
に
お
い
て
､
当
該

出
張
の
必
要
性
､
出
張
先
の
選
定

理
由
､
復
命
内
容
等
が
不
明
確
な

も
の
が
あ
っ
た
の
で
､
説
明
責
任

及
び
効
率
的
効
果
的
な
事
業
実
施

の
観
点
か
ら
､
今
後
は
文
書
等
に

よ
り
明
確
に
さ
れ
た
い
｡

日
日
雇
用
職
員
の
雇
用
事
務
に

お
い
て
､
雇
用
可
能
期
間
を
超
え

て
再
雇
用
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ

た
の
で
､
今
後
は
適
正
に
処
理
さ

れ
た
い
｡

産
業
廃
棄
物
処
分
業
許
可
申
請

手
数
料
に
係
る
収
入
証
紙
消
印
事

務
に
お
い
て
､
岐
阜
県
証
紙
条
例

施
行
規
則
第
６
条
に
定
め
る
証
紙

の
消
印
高
に
関
す
る
帳
簿
が
作
成

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
､
今
後

は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
｡

(20件
3,080,805円

)
及
び
管
理

費
(21件

6,509,860円
)
の
調
定

決
議
が
平
成
18年
４
月
３
日
に
行

わ
れ
て
い
た
の
で
､
今
後
は
適
正

に
処
理
さ
れ
た
い
｡

受
検
後
速
や
か
に
廃
棄
の
手

続
き
を
行
い
ま
し
た
｡

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
の

な
い
よ
う
､
な
お
一
層
慎
重
に

現
物
実
査
を
行
い
ま
す
｡

受
検
後
速
や
か
に
所
定
の
管

理
簿
を
整
備
し
ま
し
た
｡

今
後
は
適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

今
後
､
出
張
先
の
選
定
等
に

お
い
て
効
果
的
な
事
業
実
施
の

観
点
か
ら
､
適
正
な
旅
費
の
執

行
に
努
め
ま
す
｡

今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
の

な
い
よ
う
適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

受
検
後
速
や
か
に
所
定
の
管

理
簿
を
整
備
し
ま
し
た
｡

今
後
は
適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐

阜
県
知
事
等
関
係
機
関
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
に
執
行
し
た
随
時
監
査
及
び
財
政
的
援
助
団
体

監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
監
査
委
員

駒

田

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

渡

辺

猛

之

岐
阜
県
監
査
委
員

帆

刈

信

一

岐
阜
県
監
査
委
員

河

合

洌

岐
阜
県
監
査
委
員

水

谷

雄

二

岐
阜
県
監
査
委
員

神

戸

正

雄

予
備
監
査
業
務
外
部
委
託
実
施
に
伴
う
随
時
監
査
及
び
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の
結
果
に
基
づ
い

て
講
じ
た
措
置

随
時
監
査
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大
垣
土
木
事
務

所

指
導

指
導

指
摘

指
摘

道
路
及
び
河
川
占
用
料
の
徴
収

事
務
に
お
い
て
､
収
入
未
済
の
事

案
に
対
し
て
､
督
促
状
を
発
行
し

た
後
の
現
地
調
査
等
が
長
期
間
実

施
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
､
占
用
料

道
路
及
び
河
川
占
用
料
に
係
る

収
入
事
務
に
お
い
て
､
収
入
未
済

事
案
の
う
ち
､
既
に
債
権
が
消
滅

し
て
い
る
も
の
(時
効
が
成
立
し

て
い
る
も
の
､
破
産
に
よ
り
免
責

決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
及
び

破
産
管
財
人
か
ら
配
当
が
な
い
旨

の
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
)

に
つ
い
て
､
不
納
欠
損
処
理
が
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
､
今
後

は
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
､

債
務
者
の
所
在
不
明
が
原
因
で
長

期
間
収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
､
地
方
税
の
例
に
よ

る
滞
納
処
分
の
執
行
停
止
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
い
｡

情
報
公
開
文
書
コ
ピ
ー
代
の
収

入
事
務
に
お
い
て
､
収
納
し
た
現

金
(１
件
80円
)
の
指
定
金
融
機

関
へ
の
払
込
み
が
７
日
遅
延
し
て

い
た
の
で
､
今
後
は
速
や
か
に
処

理
さ
れ
た
い
｡

河
川
占
用
料
の
収
入
事
務
に
お

い
て
､
次
の
不
適
正
な
事
項
が
認

め
ら
れ
た
の
で
､
速
や
か
に
措
置

す
る
と
と
も
に
､
今
後
は
適
正
に

処
理
さ
れ
た
い
｡

１
25件
7,256,606円

の
調
定
決

議
が
２
か
月
以
上
遅
延
し
て
い

た
｡

２
督
促
状
が
発
行
さ
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
っ
た
｡

今
後
は
､
収
入
未
済
事
務
処

理
要
領
に
従
い
､
適
正
な
事
務

処
理
に
努
め
ま
す
｡

収
入
未
済
事
案
で
既
に
債
権

が
消
滅
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
不
納
欠
損
処
理
を
行
い
ま
し

た
｡ま
た
､
債
務
者
の
所
在
不
明

が
原
因
で
長
期
間
収
入
未
済
に

な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
､

住
民
票
調
査
等
で
所
在
確
認
を

行
い
､
執
行
停
止
の
妥
当
性
を

検
討
し
ま
す
｡

処
理
の
遅
延
が
生
じ
な
い
よ

う
速
や
か
な
事
務
処
理
に
努
め

ま
す
｡

調
定
事
務
に
つ
い
て
､
処
理

の
遅
延
が
生
じ
な
い
よ
う
速
や

か
な
事
務
処
理
に
努
め
ま
す
｡

ま
た
､
収
納
管
理
を
徹
底
し
､

適
正
な
督
促
状
の
発
付
に
努
め

ま
す
｡

指
導

指
導

指
導

指
導

指
導

物
品
の
管
理
事
務
に
お
い
て
､

工
事
請
負
費
の
成
果
物
と
し
て
取

得
し
た
物
品
の
登
録
が
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
､
速
や
か
に
措

置
す
る
と
と
も
に
今
後
は
適
正
に

処
理
さ
れ
た
い
｡

道
路
敷
地
の
未
登
記
物
件
の
管

理
事
務
に
お
い
て
､
既
に
登
記
済

み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
用

地
取
得
台
帳
の
整
理
が
行
わ
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
､
速

や
か
に
措
置
す
る
と
と
も
に
今
後

は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
｡

建
物
等
調
査
委
託
業
務
の
契
約

事
務
に
お
い
て
､
指
名
競
争
入
札

に
係
る
入
札
参
加
業
者
の
選
定
条

件
が
指
名
業
者
選
定
調
書
等
で
明

確
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
､

今
後
は
適
正
に
処
理
さ
れ
た
い
｡

建
設
事
業
に
伴
う
地
元
市
町
村

等
負
担
金
の
収
入
事
務
に
お
い
て
､

工
事
着
工
時
分
の
調
定
決
議
が
24

日
遅
延
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た

の
で
､
今
後
は
速
や
か
に
処
理
さ

れ
た
い
｡

養
老
公
園
区
域
内
に
お
け
る
宿

泊
施
設
等
の
設
置
又
は
管
理
の
許

可
に
係
る
使
用
料
徴
収
事
務
に
お

い
て
､
当
該
施
設
の
決
算
書
等
に

よ
る
経
営
状
況
の
実
態
把
握
を
踏

ま
え
た
納
入
指
導
を
行
う
な
ど
､

さ
ら
な
る
収
納
促
進
に
努
め
ら
れ

た
い
｡

等
の
収
入
未
済
処
理
実
施
要
領
に

定
め
る
事
務
処
理
が
行
わ
れ
て
い

な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
､
今
後

は
適
正
な
事
務
に
努
め
ら
れ
た
い
｡

工
事
請
負
費
の
成
果
物
と
し

て
取
得
し
た
物
品
に
つ
い
て
､

会
計
規
則
に
基
づ
く
物
品
登
録

を
行
う
と
と
も
に
､
今
後
は
適

正
な
処
理
を
行
い
ま
す
｡

管
理
事
務
に
つ
い
て
は
､
未

登
記
物
件
を
再
度
精
査
・
整
備

し
､
今
後
は
適
正
に
処
理
い
た

し
ま
す
｡

今
後
は
選
定
条
件
を
明
確
に

し
て
､
適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

今
後
は
､
会
計
規
則
に
従
い

適
正
に
処
理
し
ま
す
｡

未
納
に
な
っ
て
い
る
２
施
設

に
つ
い
て
､
決
算
報
告
書
を
提

出
さ
せ
､
経
営
状
況
の
実
態
把

握
に
努
め
ま
し
た
｡
今
後
と
も

完
納
さ
れ
る
よ
う
指
導
を
行
っ

て
い
き
ま
す
｡
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(財
)
岐
阜
県

国
際
交
流
セ
ン

実
施
団
体
名

国
際
課

所
管
課
名

大
垣
工
業
高
等

学
校

指
導

区
分

指
導

指
導

指
導

助
成
金
の
交
付
事
務
に
お
い
て
､

次
の
不
適
正
な
事
項
が
認
め
ら
れ

た
の
で
､
今
後
は
適
正
に
処
理
さ

れ
た
い
｡

１
実
績
報
告
の
確
認
方
法
に
つ

い
て
､
収
入
に
関
す
る
関
係
書

類
の
確
認
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
｡

２
経
費
の
支
出
が
外
貨
で
行
わ

れ
て
い
た
も
の
に
つ
い
て
､
助

成
金
額
算
定
の
た
め
の
換
算
日

監
査
結
果
に
よ
る
指
摘
事
項
等

物
品
の
管
理
事
務
に
お
い
て
､

現
物
が
確
認
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ

た
の
で
､
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

と
と
も
に
､
今
後
は
現
物
実
査
を

適
正
に
行
わ
れ
た
い
｡

高
等
学
校
授
業
料
の
収
入
事
務

に
お
い
て
､
平
成
18年
６
月
30日

に
行
う
べ
き
１
件
23,400円

の
減

額
調
定
決
議
が
26日
遅
延
し
て
い

た
の
で
､
今
後
は
速
や
か
に
処
理

さ
れ
た
い
｡

物
品
の
管
理
事
務
に
お
い
て
､

物
品
品
目
別
一
覧
表
に
設
備
一
式

と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
物
品
に

つ
い
て
､
物
品
の
適
正
な
管
理
及

び
現
物
実
査
の
実
効
性
向
上
の
観

点
か
ら
､
補
助
簿
を
作
成
す
べ
き

物
品
が
あ
っ
た
の
で
､
速
や
か
に

措
置
す
る
と
と
も
に
今
後
は
適
正

に
処
理
さ
れ
た
い
｡

監
査
結
果
に
関
す
る
指
導
を

行
い
､
そ
の
結
果
を
次
の
と
お

り
確
認
し
ま
し
た
｡

１
実
績
報
告
書
に
収
入
に
関

係
す
る
書
類
を
添
付
さ
せ
る

こ
と
に
よ
り
､
確
認
す
る
こ

と
と
し
ま
す
｡

２
外
貨
の
円
換
算
方
法
に
つ

い
て
内
規
を
定
め
､
こ
れ
に

基
づ
き
､
助
成
金
の
額
の
確

定
を
行
う
こ
と
と
し
ま
す
｡

講
じ
た
措
置

受
検
後
速
や
か
に
廃
棄
の
手

続
き
を
し
ま
し
た
｡

今
後
は
現
物
実
査
を
適
正
に

実
施
し
､
物
品
の
適
正
管
理
に

努
め
ま
す
｡

今
後
は
速
や
か
に
処
理
し
ま

す
｡ 設
備
一
式
で
登
録
さ
れ
て
い

た
物
品
に
つ
い
て
､
個
々
の
補

助
簿
を
作
成
す
る
と
と
も
に
､

今
後
は
補
助
簿
を
作
成
し
､
物

品
管
理
を
適
正
に
行
い
ま
す
｡

研
究
開

発
課

所
管
課

タ
ー

財
団
法
人

岐
阜
県
研

究
開
発
財

団 団
体
名

指
摘

区
分

の
客
観
的
､
合
理
的
な
基
準
が

設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

監
査
結
果
に
よ
る

指
摘
事
項
等

１
不
正
資
金
の
状
況

�
財
団
事
務
局

・
財
団
事
務
局
に
お
い
て
､
平

成
７
､
８
年
度
の
２
年
間
に

75万
円
の
不
正
資
金
が
捻
出

さ
れ
た
｡

・
使
用
目
的
に
つ
い
て
は
､
交

通
費
､
電
気
代
の
遅
延
料
金

等
に
使
わ
れ
た
｡

＜
費
消
明
細
＞

平
成
７
年
度
24万
円
､
平
成
８

講
じ
た
措
置

財
政
的
援
助
団
体
監
査

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
十
五
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
岐

阜
県
知
事
等
関
係
機
関
か
ら
平
成
十
八
年
度
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
措
置
を
講
じ

た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日

岐
阜
県
監
査
委
員

駒

田

誠

岐
阜
県
監
査
委
員

渡

辺

猛

之

岐
阜
県
監
査
委
員

帆

刈

信

一

岐
阜
県
監
査
委
員

河

合

洌

岐
阜
県
監
査
委
員

水

谷

雄

二

岐
阜
県
監
査
委
員

神

戸

正

雄

監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
講
じ
た
措
置

１
出
資
・
出
捐 え
ん団
体

総
合
企
画
部
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年
度
25万

円
､
平
成
12年

度
7.

1万
円
残
額
18.9万

円
・
不
正
資
金
の
捻
出
に
つ
い
て

は
､
平
成
９
年
度
以
降
は
な

く
､
費
消
も
平
成
13年
度
以

降
は
な
か
っ
た
｡

�
音
楽
療
法
研
究
所

・
音
楽
療
法
研
究
所
(平
成
６

年
度
～
10年
度
社
会
福
祉
法

人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団
所
管
)

に
お
い
て
､
平
成
６
年
度
に

100万
円
の
不
正
資
金
が
捻

出
さ
れ
た
｡

・
使
用
目
的
に
お
い
て
は
､
楽

器
､
C
D
､
図
書
の
購
入
､

講
師
等
の
謝
礼
等
に
使
わ
れ

た
｡

＜
費
消
明
細
＞

平
成
８
年
度
40万
円
､
平
成
９

年
度
30万
円
､
平
成
10年
度
10

万
円
､
平
成
11年
度
10万
円
､

平
成
12年
度
10万
円

・
不
正
資
金
の
捻
出
に
つ
い
て

は
､
平
成
７
年
度
以
降
は
な

く
､
費
消
も
平
成
13年
度
以

降
は
な
か
っ
た
｡

２
返
還
に
つ
い
て

�
財
団
事
務
局

・
不
正
資
金
を
捻
出
､
費
消
し

た
当
時
の
役
員
及
び
関
係
職

員
に
対
し
て
返
還
を
求
め
る
｡

・
返
還
額
は
利
息
を
加
算
し
､

782,514円
・
返
還
者
は
14名
で
あ
る
｡

�
音
楽
療
法
研
究
所

・
平
成
６
年
度
､
社
会
福
祉
法

人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団
の
所

管
時
に
捻
出
し
た
も
の
で
あ

国
際
課
財
団
法
人

岐
阜
県
国

際
交
流
セ

ン
タ
ー

指
摘

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

１
不
正
資
金
に
つ
い
て
次
の
と
お

り
確
定
し
ま
し
た
｡

�
発
生
年
度
平
成
４
年
度
～

７
年
度
ま
で

�
不
正
資
金
総
額
44万
円

�
使
途
本
来
支
給
で
き
な
い

嘱
託
員
時
間
外
勤
務
手
当

�
返
還
額
44万
円
(業
務
に

執
行
し
て
い
た
た
め
利
息
は
加

え
ず
)

�
返
還
対
象
者
８
名

�
県
へ
の
返
還
額
財
団
の
自

主
財
源
で
賄
わ
れ
て
い
た
た
め

県
へ
の
返
還
は
な
い
｡

２
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
､
下
記

の
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
｡

�
徹
底
的
な
情
報
公
開

�
会
計
保
存
期
間
の
延
長

�
内
部
管
理
体
制
の
充
実

�
監
査
機
能
の
強
化

る
た
め
､
費
消
し
た
当
時
の
管

理
職
員
及
び
関
係
職
員
に
対
し

て
､
当
該
福
祉
事
業
団
へ
の
返

還
を
求
め
る
｡

３
再
発
防
止
策
に
つ
い
て

・
監
査
の
強
化
(監
事
に
民
間
の

会
計
専
門
家
(税
理
士
)を
登
用
)

・
情
報
公
開
の
徹
底
(ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
の
財
務
諸
表
の
公
開
､
旅

費
・
会
議
費
の
書
類
の
自
由
閲

覧
､
会
計
書
類
の
保
存
期
限
を

15年
に
延
長
)

・
内
部
管
理
体
制
の
充
実
(宿
泊

を
伴
う
旅
費
の
宿
泊
確
認
､
複

数
の
職
員
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
徹
底
)

・
職
員
の
意
識
改
革
(経
費
節
減
､

関
係
機
関
へ
の
会
計
指
導
､
職

員
へ
の
研
修
)
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健
康
福

祉
政
策

課 所
管
課

社
会
福
祉

法
人
岐
阜

県
福
祉
事

業
団 団
体
名

指
摘

区
分

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

監
査
結
果
に
よ
る

指
摘
事
項
等

１
当
事
業
団
に
お
け
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
確
定
し

ま
し
た
｡

�
発
生
年
度
平
成
４
年
度
～

平
成
10年
度

�
発
生
箇
所
本
部
事
務
局
､

介
護
・
実
習
普
及
セ
ン
タ
ー

�
不
正
資
金
額

4,850千
円

(本
部
4,200千

円
､
普
及
セ
ン

タ
ー
650千

円
)

�
返
還
額
不
正
資
金
額
に
利

息
を
加
え
た
5,323千

円
(本

部
4,640千

円
､
普
及
セ
ン
タ
ー

683千
円
)

�
返
還
対
象
者
36名

(本
部

24名
､
普
及
セ
ン
タ
ー
12名
)

�
県
へ
の
返
還
額

3,882千
円
(本
部
3,208千

円
､
普
及

セ
ン
タ
ー
674千

円
)

２
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
､
既
に

平
成
15年
度
の
不
祥
事
の
発
生
後

か
ら
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
､

今
回
の
事
態
を
踏
ま
え
､
さ
ら
に

一
層
の
再
発
防
止
策
を
検
討
し
､

確
実
に
実
施
し
て
い
き
ま
す
｡

・
情
報
公
開

・
会
計
書
類
の
10年
間
保
存

・
内
部
管
理
体
制
の
確
立
・
強
化

・
監
査
機
能
の
強
化
・
充
実

・
職
員
の
意
識
改
革
・
コ
ン
プ
ラ

講
じ
た
措
置

�
そ
の
他

・
職
員
の
意
識
改
革

・
職
場
風
土
の
刷
新

情
報
産

業
課

中
小
企

業
課

所
管
課

財
団
法
人

ソ
フ
ト
ピ

財
団
法
人

岐
阜
県
産

業
経
済
振

興
セ
ン
タ
ー

団
体
名

指
摘

指
摘

区
分

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

監
査
結
果
に
よ
る

指
摘
事
項
等

１
不
正
資
金
に
係
る
こ
れ
ま
で
の

取
組

１
不
正
資
金
に
つ
い
て
は
以
下
の

と
お
り
確
定
し
た
｡

�
発
生
年
度
平
成
４
年
度
～

平
成
８
年
度

�
発
生
団
体
現
財
団
の
前
身

で
あ
る
岐
阜
県
シ
ン
ク
タ
ン
ク

及
び
岐
阜
県
中
小
企
業
振
興
公

社
�

不
正
資
金
総
額

9,500千
円
(シ
ン
ク
タ
ン
ク
6,000千

円
､
振
興
公
社
3,500千

円
)

�
返
還
額

10,740千
円
(不

正
資
金
9,500千

円
､
利
息
1,2

40千
円
)

�
返
還
対
象
者
42人

(シ
ン

ク
タ
ン
ク
14人
､
振
興
公
社
28

人
)

�
県
へ
の
返
還
額

5,000千
円
(不
正
資
金
4,490千

円
､

利
息
510千

円
)

２
再
発
防
止
策

今
回
の
事
態
を
ふ
ま
え
､
情
報

公
開
､
会
計
書
類
の
保
存
期
限
延

長
､
内
部
管
理
体
制
の
確
立
・
強

化
､
監
査
機
能
の
強
化
・
充
実
､

職
員
の
意
識
改
革
な
ど
､
既
に
実

施
済
み
の
も
の
以
外
に
つ
い
て
も

平
成
19年
７
月
を
目
途
に
実
施
に

移
さ
れ
る
予
定
で
す
｡

講
じ
た
措
置

イ
ア
ン
ス
の
徹
底

健
康
福
祉
部

産
業
労
働
部
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ぎ
ふ
ブ

ラ
ン
ド

振
興
課

財
団
法
人

岐
阜
県
産

業
デ
ザ
イ

ン
セ
ン
タ

ー ア
ジ
ャ
パ

ン

指
摘

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

１
当
事
業
団
に
お
け
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
次
の
と
お
り
確
定
し

ま
し
た
｡

�
発
生
年
度
平
成
４
年
度

～
平
成
９
年
度

�
不
正
資
金
総
額

8,589
千
円

�
返
還
額
不
正
資
金
額
に

・
平
成
18年
11月
17日
～
12月
27

日
県
に
お
け
る
調
査
を
実
施

・
平
成
19年
３
月
１
日
財
団
法

人
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
(以

下
｢財
団
｣
と
い
う
｡)
へ
検

査
結
果
を
通
知

・
平
成
19年
４
月
12日

財
団
か

ら
｢不
正
資
金
問
題
に
対
し
て

財
団
が
実
施
す
る
措
置
の
報
告

書
｣
が
提
出
さ
れ
た
｡

２
報
告
書
の
概
要

�
発
生
年
度
平
成
６
年
度
～

８
年
度

�
不
正
資
金
の
総
額

1,900
千
円

�
不
正
資
金
に
関
す
る
責
任

常
勤
の
役
員
及
び
幹
部
職
員

�
処
分
責
任
を
と
る
べ
き
当

時
の
役
職
員
及
び
幹
部
職
員
は

既
に
県
及
び
財
団
を
退
職
し
て

お
り
処
分
は
行
え
な
い
｡

�
返
還
額

返
還
総
額
2,029千

円
�
再
発
防
止
策

・
徹
底
し
た
情
報
公
開
と
県
民

監
視
体
制
の
構
築

・
県
民
の
目
線
を
自
ら
の
も
の

と
す
る
た
め
の
意
識
改
革

・
財
団
の
内
な
る
総
点
検
の
実

施

街
路
公

園
課

所
管
課

財
団
法
人

花
の
都
ぎ

ふ
花
と
緑

の
推
進
セ

ン
タ
ー

団
体
名

指
摘

区
分

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

監
査
結
果
に
よ
る

指
摘
事
項
等

１
不
正
資
金
の
捻
出
時
期
：
平
成

４
年
度
～
８
年
度

２
返
還
総
額
(利
息
含
)
：
6,65

1千
円

３
返
還
責
任
者
：
当
時
の
常
勤
役

員
及
び
管
理
職
の
立
場
に
あ
っ
た

者
４
返
還
方
法

・
財
団
法
人
公
園
緑
地
協
会
等

本
部
役
員
と
各
公
園
事
務
所

長
等
兼
務
の
役
員
の
負
担
割
合

を
考
慮
し
た
も
の

・
財
団
法
人
花
の
都
ぎ
ふ
推
進
セ

ン
タ
ー
役
員
､
事
務
局
長
及
び
管
理

職
で
あ
る
部
長
が
負
担
し
､
こ

れ
に
在
職
年
数
を
加
味
し
た
も

の
５
再
発
防
止
策

�
徹
底
し
た
情
報
公
開

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
よ
る
財

務
諸
表
の
公
表
､
会
計
書
類
の

講
じ
た
措
置

利
息
を
加
え
た
9,159千

円
�
返
還
対
象
者
10名

�
県
へ
の
返
還
額

9,159千
円

２
再
発
防
止
に
つ
い
て
は
､
一
層

の
再
発
防
止
策
を
検
討
し
､
確
実

に
実
施
し
て
い
き
ま
す
｡

・
情
報
公
開

・
会
計
書
類
の
15年
延
長

・
内
部
管
理
体
制
の
確
立
・
強
化

・
監
査
機
能
の
強
化
・
充
実

・
職
員
の
意
識
改
革

都
市
建
築
部
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研
究
開

発
課

所
管
課

下
水
道

課

財
団
法
人

岐
阜
県
研

究
開
発
財

団 所
管
す
る

団
体
名

財
団
法
人

岐
阜
県
浄

水
事
業
公

社

指
導

区
分

指
摘

所
管
す
る
団
体
が
､

過
去
に
不
正
資
金
を
捻

出
､
費
消
し
て
い
た
の

で
､
今
後
は
当
該
団
体

に
対
す
る
指
導
・
監
督

監
査
結
果
に
よ
る

指
摘
事
項
等

過
去
に
捻
出
し
て
い

た
と
さ
れ
る
不
正
資
金

に
つ
い
て
､
速
や
か
に

事
実
を
調
査
の
う
え
結

果
を
報
告
す
る
と
と
も

に
､
再
発
防
止
に
努
め

ら
れ
た
い
｡

今
後
､
再
発
防
止
に
向
け
､
以
下

の
事
項
を
実
施
し
､
指
導
・
監
督
を

強
化
し
ま
す
｡

・
公
益
法
人
検
査
に
つ
い
て
､
当

分
の
間
､
毎
年
実
施
し
､
会
計

講
じ
た
措
置

１
当
公
社
に
お
け
る
不
正
資
金
に

つ
い
て
､
以
下
の
と
お
り
確
定
し

た
｡
・
捻
出
年
度
平
成
４
年
度
～
平

成
７
年
度

・
捻
出
金
額
340万

円
・
返
還
金
額
376.9万

円
・
返
還
対
象
者
５
名

２
再
発
防
止
策
と
し
て
､
以
下
の

項
目
に
つ
い
て
､
確
実
に
実
施
し

て
い
く
｡

・
徹
底
し
た
情
報
公
開

・
会
計
書
類
保
存
期
限
の
延
長

・
内
部
管
理
体
制
の
充
実

・
監
査
機
能
の
強
化

保
存
期
間
の
延
長

�
｢県
民
の
目
線
｣
を
自
ら
の

も
の
と
す
る
た
め
の
意
識
改
革

監
査
の
強
化
充
実
､
財
団
職
員

の
倫
理
意
識
の
涵
養
､
徹
底
し

た
経
費
節
減
の
実
施
､
管
理
職

の
意
識
改
革

�
財
団
の
内
な
る
総
点
検

会
計
事
務
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能

及
び
予
算
執
行
基
準
に
関
す
る

総
点
検
､
事
務
事
業
の
事
業
評

価
及
び
予
算
編
成
に
関
す
る
総

点
検

ぎ
ふ
ブ

ラ
ン
ド

振
興
課

健
康
福

祉
政
策

課 国
際
課

財
団
法
人

岐
阜
県
産

業
デ
ザ
イ

ン
セ
ン
タ
ー

社
会
福
祉

法
人
岐
阜

県
福
祉
事

業
団

財
団
法
人

岐
阜
県
国

際
交
流
セ

ン
タ
ー

の
強
化
を
図
る
と
と
も

に
､
適
切
な
指
導
に
努

め
ら
れ
た
い
｡

財
団
法
人
岐
阜
県
産
業
デ
ザ
イ
ン

セ
ン
タ
ー
に
対
し
て
､

・
不
正
資
金
に
関
す
る
責
任
､
返

還
額
､
返
還
方
法
な
ど
対
応
方

今
後
､
不
正
資
金
の
速
や
か
な
返

還
と
当
該
事
業
団
が
示
し
た
以
下
の

再
発
防
止
策
が
着
実
に
行
わ
れ
る
よ

う
指
導
を
行
い
ま
す
｡

・
情
報
公
開

・
会
計
書
類
の
10年
間
保
存

・
内
部
管
理
体
制
の
確
立
・
強
化

・
監
査
機
能
の
強
化
・
充
実

・
職
員
の
意
識
改
革
・
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
の
徹
底

ま
た
､
当
分
の
間
､
毎
年
検
査
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
､
特
に
会
計
書

類
等
の
検
査
だ
け
で
な
く
現
物
検
査

を
行
う
な
ど
､
事
実
確
認
を
重
視
し

た
検
査
を
実
施
し
ま
す
｡

監
査
結
果
に
基
づ
き
､
当
該
団
体

か
ら
不
正
資
金
に
関
す
る
責
任
及
び

返
還
に
関
す
る
対
応
方
針
､
並
び
に

再
発
防
止
策
を
内
容
と
す
る
報
告
を

求
め
た
｡
今
後
は
同
報
告
に
基
づ
く

再
発
防
止
策
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る

よ
う
指
導
す
る
と
と
も
に
､
従
来
は

３
年
毎
に
行
っ
て
い
た
検
査
を
毎
年

行
う
こ
と
に
よ
り
適
切
な
組
織
運
営

が
図
ら
れ
る
よ
う
監
督
を
強
化
し
ま

す
｡

書
類
・
事
業
推
進
の
適
正
化
等

を
図
る
｡

・
会
計
書
類
等
の
検
査
に
加
え
､

現
物
実
査
等
の
事
実
確
認
を
重

視
し
た
検
査
を
強
化
す
る
｡

・
外
郭
団
体
等
の
自
主
性
､
自
立

性
を
高
め
る
た
め
､
県
の
人
的

関
与
を
縮
減
す
る
｡

２
出
資
・
出
捐 え
ん団
体
を
所
管
す
る
機
関
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情
報
産

業
課

財
団
法
人

ソ
フ
ト
ピ

ア
ジ
ャ
パ

ン

平
成
19年
４
月
12日
付
け
で
財
団

法
人
ソ
フ
ト
ピ
ア
ジ
ャ
パ
ン
か
ら

｢不
正
資
金
問
題
に
対
し
て
財
団
が

実
施
す
る
措
置
の
報
告
書
｣
が
提
出

さ
れ
た
｡

(報
告
書
の
概
要
)

�
発
生
年
度
平
成
６
年
度
～

８
年
度

�
不
正
資
金
の
総
額

1,900
千
円

�
不
正
資
金
に
関
す
る
責
任

常
勤
の
役
員
及
び
幹
部
職
員

�
処
分
責
任
を
と
る
べ
き
当

時
の
役
職
員
及
び
幹
部
職
員
は

既
に
県
及
び
財
団
を
退
職
し
て

お
り
処
分
は
行
え
な
い
｡

�
返
還
額

返
還
総
額

2,02
9千
円

�
再
発
防
止
策

・
徹
底
し
た
情
報
公
開
と
県
民

監
視
体
制
の
構
築

・
県
民
の
目
線
を
自
ら
の
も
の

針
の
決
定

・
再
発
防
止
策
に
関
す
る
具
体
的

取
り
組
み
の
検
討

・
上
記
に
係
る
具
体
的
実
行
計
画

の
作
成
と
実
施

を
指
導
し
､
４
月
13日
ま
で
に
県
へ

の
報
告
を
求
め
て
い
た
｡

(同
日
付
け
で
提
出
有
)

ま
た
､
当
課
と
し
て
は
､

・
公
益
法
人
検
査
の
厳
格
な
実
施

・
監
査
の
強
化
・
充
実

・
情
報
公
開
の
徹
底
・
充
実

・
団
体
に
対
す
る
人
的
関
与
や
補

助
事
業
・
委
託
事
業
の
見
直
し

等
財
団
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の
強
化

を
図
り
､
再
発
防
止
に
努
め
る
｡

下
水
道

課 街
路
公

園
課

中
小
企

業
課

財
団
法
人

岐
阜
県
浄

水
事
業
公

社 財
団
法
人

花
の
都
ぎ

ふ
花
と
緑

の
推
進
セ

ン
タ
ー

財
団
法
人

岐
阜
県
産

業
経
済
振

興
セ
ン
タ

ー

今
回
の
事
案
に
鑑
み
､
以
下
の
と

お
り
財
団
法
人
岐
阜
県
浄
水
事
業
公

社
に
対
す
る
指
導
・
監
督
の
強
化
を

図
る
と
と
も
に
､
適
切
な
指
導
に
努

め
ま
す
｡

�
公
益
法
人
検
査
の
実
施

昨
年
度
ま
で
､
２
年
に
１
回

実
施
し
て
い
る
公
益
法
人
検
査

に
つ
い
て
､
当
分
の
間
､
毎
年

実
施
す
る
｡

・
会
計
書
類
等
の
通
常
の
検
査

今
後
､
所
管
団
体
に
対
し
て
次
の

よ
う
な
指
導
・
監
督
の
強
化
を
図
り
､

適
切
な
指
導
に
努
め
ま
す
｡

・
３
年
に
１
回
実
施
し
て
い
た
公

益
法
人
検
査
を
毎
年
実
施

・
通
常
の
会
計
書
類
等
の
検
査
だ

け
で
な
く
現
物
実
査
な
ど
事
実

確
認
を
重
視
し
た
検
査
を
実
施

・
団
体
の
財
務
等
に
関
す
る
情
報

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
活
用
し

て
積
極
的
に
公
開
す
る
よ
う
指

導

毎
年
の
事
業
計
画
・
予
算
及
び
事

業
実
施
結
果
・
決
算
報
告
の
内
容
を

精
査
し
､
ま
た
､
随
時
､
事
業
状
況

の
把
握
に
努
め
､
必
要
な
指
導
を
行

う
｡
ま
た
､
所
管
課
と
し
て
の
法
人

検
査
を
３
年
に
１
度
か
ら
毎
年
行
う

よ
う
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
､
指
導
・

監
督
体
制
を
強
化
す
る
｡

と
す
る
た
め
の
意
識
改
革

・
財
団
の
内
な
る
総
点
検
の
実

施
当
課
に
お
い
て
は
､
上
記
で
報
告

さ
れ
た
不
正
資
金
に
関
す
る
再
発
防

止
策
等
に
つ
い
て
､
確
実
に
実
施
さ

れ
る
よ
う
指
導
し
ま
す
｡
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だ
け
で
な
く
現
物
実
査
を
行

う
な
ど
､
事
実
確
認
を
重
視

し
た
検
査
を
実
施
す
る
｡

�
再
発
防
止
策
の
取
り
組
み
状

況
の
指
導

・
再
発
防
止
策
と
し
て
､
徹
底

し
た
情
報
公
開
や
内
部
管
理

体
制
の
充
実
等
が
規
定
さ
れ

て
お
り
､
そ
れ
ら
の
取
組
状

況
を
指
導
・
監
督
す
る
｡

� � � � � � � � ���������� � ���
平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日
印
刷

平
成
十
九
年
五
月
二
十
八
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


